
ごみは自らの責任において適正に処理しなければな
りません。しかし、道路脇や空き地、山林などへの不
法投棄やごみステーションへの不適正排出などが多数
発生しています。不法投棄をした人には、懲役や罰金
などの重い刑罰が科せられます。絶対に不法投棄はや
めましょう。

なお、自分の所有地（管理地）にごみが捨てられ、
投棄者が判明しない場合、その土地の所有者（管理
者）が投棄物の撤去を行うことになります。
▶不法投棄防止策　

◦周囲に柵やネットを設置したり、ロープなどで侵
入を防ぐ。

◦草刈りをするなどして、死角をなくす。
◦「不法投棄禁止」などの警告看板を設置する。

問生活環境課 生活衛生係 ☎33-6100

ごみの分別、正しくできていますか？
【生活環境課】

日々の生活で出されるごみを正しく分けることは、
リサイクルや環境保護の第一歩です。しかし、「こ
れってどうやって分別するの？」と迷うこともありま
すよね。

そんな疑問を解消するために、市では
「ごみの分別動画（右のＱＲコード）」
を作成しています。動画では、燃えるご
み（可燃ごみ）や資源ごみ、粗大ごみな
どの分け方について、イラストや実例を交えながらわ
かりやすく解説しています。
▶多言語対応しています

◦日本語版【７カ国字幕付】（インドネシア語、
フィリピン語、ベトナム語、ミャンマー語、英語、
韓国語、中国語）

◦英語版（音声、字幕は英語のみ）
◦ミャンマー語版

問生活環境課 環境企画係 ☎33-3702

伊都振興局では、市内の施設で、就職促進相談員に
よる巡回就職相談を実施しています。

ハローワークの求人情報や職業訓練情
報などの相談に個別で応じますので、お
気軽にご相談ください。詳しくは市ホー
ムページ（右のＱＲコード）からご確認ください。
▶実施場所

岸上文化センター、名古曽文化センター、原田文化
センター、伏原文化センター、神野々ふれあい会館

問伊都振興局 地域づくり課 ☎33-4909

賃貸住宅退去時のトラブル回避は入居時の準備
から 【消費生活センター】
賃貸住宅退去時の原状回復などに関する相談は、２

月から４月に多くなります。トラブルを防ぐために、
対策をしておきましょう。
▶事例

◦退去時に、入居時からあるキズの修繕費用を請求
された。

◦通常使用での損耗や経年劣化だと考えられる汚れ
のクリーニング費用を請求された。

◦契約書に記載のないエアコンの清掃代やシャワー
ヘッドの交換費用を請求された。

▶対策と注意点
◦契約する前に、物件の設備や原状回復条件、ク

リーニング費用など、契約内容をよく確認する。
◦入居時にキズや汚れがないかを確認し、写真やメ

モなどで記録を残しておく。
◦入居中にトラブルが起きたら、管理会社や貸主に

相談する。
◦通常損耗や経年劣化については、原状回復を行う

義務はありません。
◦退去時には、精算内容を確認し、納得できない点

は貸主に説明を求める。
問◦消費生活センター ☎33-1227

◦消費者ホットライン ☎188

不法投棄は犯罪です！
【生活環境課】

▶総務大臣表彰
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▶厚生労働大臣表彰
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　現　山田さつきこども園園長

・・・・・・　お 知 ら せ　・・・・・・
転出・転入される人は正確な届出を

【市民課】
住民票（住民基本台帳）は、国民健康保険、国民年

金、児童手当、選挙人名簿への登録など各種行政サー
ビスの基礎となっています。入学や就職、
転勤などに伴う引越しにより住所を移す
場合は、住民票の住所変更の届出を異動
日（実際に住み始めた日）から14日以
内に行なってください。

住所変更する場合、マイナンバーカードの手続きが
必要です。ご持参の上、窓口にお越しください。転出
については、マイナポータル（上のＱＲコード）から
オンラインでも手続き可能です。
問市民課 住民係 ☎33-1131

マイナンバーカードの時間外受取り窓口の
開設について 【市民課】
マイナンバーカードの申請サポートも行なっていま

す。なお戸籍、住民票の写し、印鑑証明などの証明書
の交付や住所変更などの届出はできません。
▶日時　◦３月６日㈮　17:30～20:00

◦３月15日㈰　９:00～15:00
▶場所　下記窓口
問市民課 住民係 ☎33-1131

・・・・・・　受 賞　・・・・・・ 就職促進相談員による巡回就職相談
【産業振興課】

高野山麓精進野菜生産者講習会・白ゴマ栽培講
習会を開催します 【農林振興課】

大臣表彰（敬称略）
【秘書広報課】

広  告
広報はしもとの有料広告を募集しています
▶掲載料

１スペース（縦52mm×横57mm）あたり22,000円（税込み）
▶申込期限　掲載希望月の２カ月前の25日
▶割引　連続月（号）や３スペース以上申込む場合、割引があります。

◦３～５スペース以上申込みの場合　２割引
◦６スペース以上申込みの場合　３割引

※申込方法や広告掲載取扱基準など、詳しくは市ホーム
ページ（右のＱＲコード）をご覧ください。

問秘書広報課 ☎33-2676

１スペース
（実寸大）

毎月25,000部以上を発
行し、区・自治会を通じた
市内各戸への配布、公共施
設などへの設置を行なって
います。

農産物産地化事業の一環として「高野山麓精進野
菜」「白ゴマ」の栽培に取組んでいます。有機栽培に
興味のある人はぜひご参加ください。
▶講習会名・内容
①高野山麓精進野菜生産者講習会

高野山麓精進野菜の品目や生産基準について
②白ゴマ栽培講習会

白ゴマの栽培方法について
※いずれかのみの参加もできます。

▶日程　３月12日㈭
▶時間　①18:00～、②19:00～
▶場所　橋本市役所
▶定員　①②とも先着20人  
▶申込方法

下記窓口で配布する申込書を提出していただくか、
申込みフォーム（上のＱＲコード）から申込み。

▶申込期限　３月11日㈬　17:00まで
問農林振興課 ☎33-6113

イノシシなどの農作物被害防止用電気柵および
金属防護柵などの設置補助金 【農林振興課】

▶補助対象
市内に農地を所有する人（団体）で、野生動物の被
害がある田畑に新たに設置する電気柵および金属防
護柵など。ただし、既に設置した柵は対象外です。

▶補助額　設置費用の３分の２
▶申込方法　下記窓口で配布している申請用紙に必要

事項を記入し、必要書類（見積書、設置
場所図）とともに提出してください。

▶申込期間　４月１日㈬～５月20日㈬
問農林振興課 ☎33-6113
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